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○ e-Taxに関する操作については、e-Taxホームページに掲載されているマニュアル

（https://www.e-tax.nta.go.jp/manual/index.htm）を参照いただくか、e-Tax・作成

コーナーヘルプデスク（ナビダイヤル：0570-01-5901）へご連絡ください。 

 

https://www.e-tax.nta.go.jp/manual/index.htm


ダイレクト納付による分割納付とは… 

事前に税務署に届出をしておけば、e-Taxに登録をした預貯金口座からの引き落としに

より、即時又は指定した期日に納付することができる便利な電子納税の手段です。 

通常のダイレクト納付では、納付の都度、預貯金口座からの引き落としを指定する必要

がありますが、「ダイレクト納付による分割納付」では、一度の登録で約 12 か月後の日

付まで納付予定日を指定することができます。 

ただし、登録できる国税は、原則、納期限を経過したもので、事前に所轄の税務署又は

国税局の徴収担当職員と納付相談を行っていただいた上で、納付計画を立てている必要が

あります。 

※ 納期限から完納の日までの期間に応じて延滞税が加算されます。 
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《前提》ダイレクト納付利用可能金融機関に預貯金口座がある 

利用可能な金融機関については、国税庁ホームページをご確認ください 

（https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu/kinyu.htm） 

 

 

 

 

《初回手続》①e-Taxの利用開始手続 

 e-Tax ホームページから、「e-Tax の開始届出書」をオンラインで提出し、利用者識別

番号を取得してください（即時発行されます）。 

※既に利用者識別番号を取得済の方は、取得済の利用者識別番号を利用してください。 

e-Taxホームページご利用の流れは以下の URL内をご覧ください。 

（https://www.e-tax.nta.go.jp/start/index.htm#tabs_1） 

 

 

 

 

《初回手続》②納税用確認番号・メールアドレスの登録 

 e-Taxの利用開始手続時からダイレクト納付の利用までに、「納税用確認番号及び納税

用カナ氏名・名称の登録」（必須）及び「メールアドレスの登録」（推奨）をしてくださ

い。 

 なお、納付予定日のお知らせなど、メッセージボックスに情報が格納された段階でメー

ルにお知らせが届きますので、内容が確認できるよう、e-Taxへのメールアドレスの登録

をお勧めします。 

詳しくは以下の URL内をご覧ください。 

（http://www.e-tax.nta.go.jp/manual/index.htm） 

 

  

https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu/kinyu.htm
https://www.e-tax.nta.go.jp/start/index.htm#tabs_1
http://www.e-tax.nta.go.jp/manual/index.htm
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《初回手続》③ダイレクト納付利用届出書の提出 

・オンライン提出（個人の方のみ） 

スマートフォン又はタブレットから e-Taxソフト（WEB版）にログインし、入力画面に

従って必要事項を入力の上、ダイレクト納付利用届出書を送信してください。 

 オンライン提出を行ってから利用可能となるまで、1週間程度かかります。 

 オンライン提出は、納税者ご自身名義の預金口座のみご利用できます（ご自身以外の預

金口座を利用することはできません）。 

 なお、ダイレクト納付利用届出書のオンライン提出は、システム事業者及び金融機関の

提供するセキュリティに保護された外部サイトを利用します。 

WEB版の詳細は以下の URL内をご覧ください。 

（https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu/pdf/flow_direct_web.pdf） 

 

 

・書面提出（個人・法人の方） 

ダイレクト納付をご利用される日のおおむね 1か月前までに、「国税ダイレクト方式電

子納税依頼書兼国税ダイレクト方式電子納税届出書」を作成の上、納税地を所轄する税務

署へ書面で提出してください。 

作成、提出していただく届出書は次のとおりです。届出書に記載された約定を確認の上、

作成してください。 

【入力用】国税ダイレクト方式電子納税依頼書兼国税ダイレクト方式電子納税届出書のダ

ウンロードは以下の URL 内をご覧ください。 

 （https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu/pdf/24100030_direct_01-2.pdf） 

※「入力用」の PDFファイルは、デスクトップ等にダウンロードしてから入力・印刷して

ください。 

ダウンロードせずに入力すると、ご利用の OS によっては、正しく表示されない場合や

印刷ができない場合などがありますのでご注意ください。 

【手書用】国税ダイレクト方式電子納税依頼書兼国税ダイレクト方式電子納税届出書のダ

ウンロードは以下の URL 内をご覧ください。 

(https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu/pdf/24100030_2-2.pdf) 

【記載要領 個人納税者用】は以下の URL内をご覧ください。 

(https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu/pdf/24100030_3-2.pdf) 

【記載要領 法人納税者用】は以下の URL内をご覧ください。 

(https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu/pdf/24100030_4-2.pdf) 

※ゆうちょ銀行をご利用の方へ（記号番号記載時の注意事項）は以下の URL内をご覧くだ

さい。 

 （https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu/pdf/24100030_5.pdf） 

※所轄の税務署の確認は以下の URL内をご覧ください。 

 （https://www.nta.go.jp/about/organization/access/map.htm）  

https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu/pdf/flow_direct_web.pdf
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu/pdf/24100030_direct_01-2.pdf
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu/pdf/24100030_2-2.pdf
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu/pdf/24100030_3-2.pdf
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu/pdf/24100030_4-2.pdf
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu/pdf/24100030_5.pdf
https://www.nta.go.jp/about/organization/access/map.htm
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《初回手続》④ダイレクト納付利用可能のお知らせの確認 

税務署及び金融機関において所定の登録作業等が完了すると、e-Tax（WEB版）のメッ

セージボックスに登録完了メッセージが格納され、ダイレクト納付が利用可能となりま

すので、メッセージボックスをご確認ください。 

e-Tax（WEB版）ホームページは以下の URL内をご覧ください。 

（https://www.e-tax.nta.go.jp/e-taxsoftweb/e-taxsoftweb.htm） 

 

 

 

 

【重要】所轄の税務署（徴収担当）職員と納付相談を実施 

国税を納期限までに一括で納付することが困難な場合は、事前に、所轄の税務署又は国

税局の徴収担当職員と納付相談を実施し、納付計画を立ててください。 

※従前から国税局の徴収担当職員と納付相談等を行っている場合は、直接、国税局へご連

絡ください。 

 

  
注意 

・ 本税には、納期限から完納の日までの期間に応じて延滞税が加算されます。 

・ なお、ダイレクト分割納付の計画について、徴収担当職員との納付相談を経

ずに納付計画を登録された場合は、滞納処分（財産の差押え、公売等）を行う

ことがありますのでご注意ください。 

 

https://www.e-tax.nta.go.jp/e-taxsoftweb/e-taxsoftweb.htm
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① e-Taxソフト（WEB版）へのログイン方法（マイナンバーカー
ド方式を利用する場合）【個人の方のみ】 

 

No. 画  面 手 順 

１ 

 

e-Tax ホームページにアク

セスし「ログイン」をタップ

します。 

タップ後、「個人の方」ボタ

ンが表示されますので、  

タップします。 

２ 

 

 

 

 

 

 

「マイナンバーカードの読

み取り」をタップします。 

 

こちらにも詳しいログイン方法

が記載されています。 

https://www.e-tax.nta.go.jp/manual/index.htm 

 

https://www.e-tax.nta.go.jp/manual/index.htm
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No. 画  面 手 順 

３ 

 

 

マイナポータルが起動しま

すので、マイナンバーカー

ドの利用者証明用電子証明

書のパスワード（４桁）を入

力し、「次へ」をタップしま

す。 

 

マイナンバーカードを読み

取ります。 

４ 

 

 

ログインに成功しました。 

「申請・納付手続を行う」を

タップします。 
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② e-Taxソフト（WEB版）へのログイン方法（マイナンバーカー
ド方式を利用しない場合） 

 

No. 画  面 手 順 

５ 

 

e-Tax ホームページ

にアクセスし「ログ

イン」をタップしま

す。 

タップ後、「個人の

方」ボタン及び「法人

の方」ボタンが表示

されますので、該当

するボタンをタップ

します。 

６  

 

 

 

 

 

 

 

利用者識別番号、パ

スワードを入力して

「ログイン」をタッ

プします。 
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No. 画  面 手 順 

７ 

 

 

ログインに成功しま

した。 

「申請・納付手続を

行う」をタップしま

す。 
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納付先（提出先）の税務署の指定 

 

No. 画  面 手 順 

８ 

 

「ダイレクト納付を利用し

た分割納付計画の登録」を

タップします。 

 



 納付計画の新規登録 
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No. 画  面 手 順 

９ 

 

・事前に納付相談を行っている

場合は「はい」をタップします。 

 

・納付相談を行っていない場合

は「いいえ」をタップします。 

 

※必ず、所轄の税務署又は国税

局の徴収担当職員と納付相談を

実施し、納付計画を立てた上で

ご利用ください。 

10 

 

「新しく分割納付計画を立

てる」をタップします。 
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No. 画  面 手 順 

11 

 

①納付計画の提出先（納付先）

の税務署（国税局※）を選択

します。 

※国税局の徴収担当職員と納付相

談等を行っている場合は、国税

局を選択します。 

 

・税務署へ提出する方 

「税務署へ提出」を選択の

上、ドロップダウンリスト

から「都道府県」及び「税務

署名」を選択します。 

 

・国税局へ提出する方 

「国税局へ提出」を選択の

上、ドロップダウンリスト

から国税局を選択します。 

 

②「次へ」をタップします。 

 

  

① 

② 
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《滞納国税の入力》①納付する滞納国税の登録 

 

No. 画  面 手 順 

12 

 

「納付する国税の追加」を

タップします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ポイント 

・滞納国税の登録は、１つの納付計画に対して、入力された「本税」、「加算税」、「延滞

税」、「利子税」、「重加算税」の合計数が最大 50件を上限として登録可能としています。 

例：申告所得税及復興特別所得税 令和２年 確定申告 

  本税 100,000円、延滞税 10,000円 

上記例を登録した場合は２件入力されたものと判定されます。 
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No. 画  面 手 順 

13 

 

登録する国税の詳細を入力

します。所轄の税務署又は

国税局の徴収担当職員と相

談した際に交付された「滞

納税金目録」等を手元にご

準備ください。 

※入力する内容が不明の場合は、

所轄の税務署又は国税局の徴収

担当職員にご連絡ください。 

 

①「税目」を選択します。 

 

②「課税期間（自）（至）」を入

力します。 

 

③「申告区分」を選択します。 

 

④①～③の入力に連動して

「納期限」が自動表示され

ます。 

※①～③の組合せによっては、実

際とは異なる「納期限」が自動表

示されますので、適宜、訂正して

ください。 

 

 

 

 

カレンダー 

① 

② 

③ 

④ 
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No. 画  面 手 順 

13

の

続

き 

 

⑤「本税」「加算税」「加算税区

分」「重加算税」「延滞税」「利

子税」に国税の金額等を入

力（選択）します。 

 

⑥自動表示された合計が正し

いことを確認した後に、「Ｏ

Ｋ」をタップします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ポイント 

・国税は 50件まで登録可能ですが、「税目、課税期間（自）、申告区分」の全ての項目

が同一となる国税を複数登録することはできません。 

・納期限が昭和 49（1974）年 1月 1日以降から入力日の１か月以内の国税を登録する

ことができます。 

・④納期限の自動表示ができない主な税目等は次のとおりです。 

→税目が「源泉所得税」「源泉所得税及復興特別所得税」 

→申告区分が「修正申告」「期限後申告」 

上記税目及び申告区分は、④納期限に正しい日付が自動表示されないため、適宜、

訂正してください。 

・自動表示された④納期限は、休日補正（納期限が休日だった場合は自動で翌営業日

が設定）されます。 

⑤ 

⑥ 
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No. 画  面 手 順 

14 

 

① 13で入力した国税が表示

されます。 

 

②２つ目の国税を入力する場

合は、「納付する国税の追

加」をタップします。 

※入力手順は 13と同様です。 

 

 

15 

 

14による入力のほか、「複

写」機能を使用することも

できます。 

 

① 「選択」をタップします。 

 

②変更メニューが表示されま

す。 

 

③複写する内容を選択しま

す。 

③ 

① 

② 

① 

② 
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No. 画  面 手 順 

16 

 

「複写」をタップします。 

17 

 

・複写する方は「はい」をタッ

プします。 

 

・複写しない方は「いいえ」を

タップします。 

※ 16に戻ります。 

18 

 

複写した場合は、左記メッ

セージが表示されますの

で、「ＯＫ」をタップします。 
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No. 画  面 手 順 

19 

 

複写した国税をタップし、

課税期間（自）（至）や納期

限等を訂正します。 

※訂正手順は 13と同様です。 
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《滞納国税の入力》②滞納国税を納付する順番の指定 

 

No. 画  面 手 順 

20 

 

【本税優先】 

登録した国税を本税優先で

納付する場合は、入力内容

が正しいことを確認し、「次

へ」をタップします。 

※No.22の続きに進みます。 

【優先１】 

納期限の古い国税順に優先されま

す。 

【優先２】 

次の税目の種類順に優先されます。 

消費税及地方消費税 

源泉所得税及復興所得税 

申告所得税及復興所得税 

法人税 

贈与税 

相続税 

【優先３】 

優先１、２が同一の場合 

課税期間（自）が古い日付順に優先され

ます。 

【優先４】 

優先１～３が同一の場合 

次の申告区分順に優先されます。 

予定納税 1期 

中間申告 

予定納税 2期 

確定申告 

修正申告 

更正 

決定又は告知 

その他 
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No. 画  面 手 順 

21 

 

※No.20 で納付の順位を指定しな

い【本税優先】とする場合は、こ

の操作は不要です。 

 

【口座優先】 

登録した国税を任意の口座

順に納付する場合は、次の

とおり操作します。 

 

（例） 

・２つ目の国税を１番目 

・１つ目の国税を２番目 

・３つ目の国税を３番目 

の順番で納付する場合 

それぞれ登録した国税をタップ

し、順位を指定します。 

※No.22 へ進みます。 

22 

 

「納付の順位を指定」から

「１」を選択します。 

 



 納付計画の新規登録 

- 19 - 

 

No. 画  面 手 順 

22

の

続

き 

 

入力内容が正しいことを確

認し、「ＯＫ」をタップしま

す。 
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- 20 - 

 

No. 画  面 手 順 

23 

 

その他の国税についても、

21～22と同様に順位を指

定します。 

※順位が重複しないようご注意く

ださい。 
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《納付計画の入力》分割納付計画の登録 

 

No. 画  面 手 順 

24 

 

納付計画の基礎となる①～

③の項目を入力します。 

 

①「初回納付年月日」を入力し

ます。 

 

②「初回納付金額」を入力しま

す。 

 

③「分割納付回数」を選択しま

す。 

 

④入力内容を確認し、「設定」

をタップします。 
① 

② 

③ 

④ 



納付計画の新規登録 

- 22 - 

 

No. 画  面 手 順 

25 

 

 

 

No.24 で設定した分割納付

回数分が自動表示されます

ので、訂正が必要な場合は、

納付予定をタップし、No.26

に進みます。 

 

① 24で設定した「初回納付

年月日」と「初回納付金額」

が表示されます。 

 

②「納付予定日」は、「初回納

付年月日＋１か月後の日

付」が自動表示されます。 

「納付予定金額」は、「初回

納付金額」と同額が自動表

示されます。 

 

 

 

 

 

 

26 

 

①「納付予定日」「納付予定金

額」を訂正します。 

 

②「ＯＫ」をタップします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 

① 

ポイント 

・「初回納付予定日」が月末の場合は、自動表示される２回目以降の「納付予定日」

も月末の日付が表示されます。 

例：「初回納付予定日」：2/28 → 「納付予定日」：3/31 

① 

② 
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No. 画  面 手 順 

27  

 

 

引き落としを行う預貯金口

座を設定します。 

 

①登録されている預貯金口座

が１つの方は、その口座が

自動で設定されます。 

 

②登録されている預貯金口座

が複数ある方は、「引落口座

の選択」をタップします。 

 

28  

 

 

 
 

①引き落としを行う預貯金口

座を選択します。 

 

② 「選択」をタップします。 

① 

② 

① 

② 
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No. 画  面 手 順 

29 

 

入力内容が正しいことを確

認し、「次へ」をタップしま

す。 
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《確認登録》①入力内容の確認・登録 

 

No. 画  面 手 順 

30 

 

①入力した提出先税務署等に

誤りがないか確認を行いま

す。 

   

②変更がある場合は、「提出先

税務署等の訂正」をタップ

します。 

① 

② 
11 へ 
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No. 画  面 手 順 

30

の

続

き 

 

①入力した滞納税金に誤りが

ないか確認を行います。 

   

②変更がある場合は、「税目、

課税期間等の訂正」をタッ

プします。 ① 

13 へ ② 
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No. 画  面 手 順 

30

の

続

き 

 

 

 

①入力した納付計画に誤りが

ないか確認を行います。 

   

②変更がある場合は、「納付計

画の訂正」をタップします。 

② 

① 

25 へ 
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No. 画  面 手 順 

30

の

続

き 

 

入力内容に誤りがない場合

は、「分割納付計画情報の登

録」をタップします。 

31 

 

・登録する方は「はい」をタッ

プします。 

 

・訂正する方は「いいえ」をタ

ップします。 

※ 30に戻ります。 
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《確認登録》②分割納付計画情報の登録完了 

 

No. 画  面 手 順 

32 

 

分割納付計画情報の登録が

完了となります。 

※本税には、納期限から完納の日

までの期間に応じて延滞税が加

算されます。 

なお、徴収担当職員との納付相

談を経ずに納付計画を登録した

場合や、分割納付計画が履行さ

れない（当該ダイレクト分割納

付による引き落としが完了して

いない）場合、滞納処分（財産の

差押え、公売等）を行うことがあ

りますので、ご注意ください。 
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《納付計画の照会》既に登録した納付計画の照会 

 

No. 画  面 手 順 

33 

 

「ダイレクト納付を利用し

た分割納付の計画の登録」

をタップします。 

※納付計画の変更についても、必

ず、所轄の税務署又は国税局の

徴収担当職員とご相談の上で、

ご利用ください。 
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No. 画  面 手 順 

34 

 

「分割納付計画の変更（照

会）を行う」をタップしま

す。 

35 

  

・納付計画が新しく登録され

た順に表示されます。 

 

・納付計画の変更・照会を行う

場合は、その納付計画をタ

ップします。 
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No. 画  面 手 順 

36 

  

①登録した提出先税務署等が

表示されます。 

 

②納付計画の提出先（納付先）

の税務署（国税局）を変更す

る場合は、「提出先税務署等

の変更」をタップします。 

 

※納付状況が次の区分の場合は、

提出先を変更することができま

せん。 

「振替済み」「納付指示中」 

「納付エラー（再納付不可）」 

 

36

の 

続

き 

  

登録した国税が表示されま

す。 

 

※登録した国税は変更することが

できません。 

 

※変更する場合は、この納付計画

自体を削除する必要がありま

す。 

削除については、№81～88を参

照してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 へ 
② 

① 
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No. 画  面 手 順 

36

の 

続

き 

 

 

登録した納付予定日、納付

金額、引落口座が表示され

ます。 

※納付予定日、納付金額、引落口座

の変更方法は、 37以降に記載

しています。 

 

【納付状況】 

・「振替済み」とは、口座から引き落

とされたものをいいます。 

 

・「納付指示中」とは、納付予定日を

指定中のものをいいます。 

 

・「納付エラー（再納付可）」とは、

登録している預貯金口座が残高

不足などにより口座から引き落

とされなかったが、納付日や引落

口座を変更して再納付が可能な

状態のことをいいます。 

 

・「納付エラー（再納付不可）」とは、

登録している預貯金口座が解約

されたときなどに口座から引き

落とされず、再納付も行えない状

態（納付日や引落口座の変更も不

可）のことをいいます。 

 

・「期日指定前」とは、「期日指定中」

のうち、納付予定日前日以前のも

ので「分割納付の取り消し」処理

をした状態のことをいいます。 

 

  

令和４年６月 30日 
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《納付計画の変更》①引落口座の変更 

 

No. 画  面 手 順 

37 

 

 

 

 

①「変更メニューの表示」をタ

ップします。 

 

②変更メニューが表示されま

す。 

 

③チェックボックスが表示さ

れます。 

 

① 

② 

③ 
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No. 画  面 手 順 

38 

 

 

 

①引落口座を変更する納付予

定を選択します。 

 

②「引落口座の変更」をタップ

します。 

 

39 

 

初回変更のみ左記メッセー

ジが表示されます。 40で

変更した内容は、「分割納付

計画の変更登録」をタップ

するまで反映されません。 

 

「ＯＫ」をタップします。 

② 

①  

令和４年６月 30日 
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No. 画  面 手 順 

40 

 

①変更する引落口座を選択し

ます。 

 

②「変更」をタップします。 

 

41  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 40で変更した引落口座が

表示され、納付予定全体が

青色に変わります。 

 

②納付予定日など他に変更す

る項目がない場合は、「分割

納付計画の変更登録」をタ

ップします。 

① 

② 

① 

② 

令和４年６月 30日 
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No. 画  面 手 順 

42 

 

「分割納付情報変更の確

認」メッセージが表示され

ますので、「はい」をタップ

します。 

43 

 

分割納付計画情報の変更が

完了となります。 

※本税には、納期限から完納の日

までの期間に応じて延滞税が加

算されます。 

なお、徴収担当職員との納付相

談を経ずに納付計画を変更した

場合や、分割納付計画が履行さ

れない（当該ダイレクト分割納

付による引き落としが完了して

いない）場合、滞納処分（財産の

差押え、公売等）を行うことがあ

りますので、ご注意ください。 
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《納付計画の変更》②納付予定日の変更 

 

No. 画  面 手 順 

44 

 

変更する納付予定をタップ

します。 

 

45 

 

初回変更のみ左記メッセー

ジが表示されます。 46 で

変更した内容は、「分割納付

計画の変更登録」をタップ

するまで反映されません。 

 

「ＯＫ」をタップします。 
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No. 画  面 手 順 

46 

 

①納付予定日を変更します。 

 

②「ＯＫ」をタップします。 

47 

 

① 46で変更した納付予定日

が表示され、納付予定全体

が青色に変わります。 

 

②他に変更する項目がない場

合は、「分割納付計画の変更

登録」をタップします。 

 

48 

 

分割納付計画情報の変更が

完了となります。 

※本税には、完納の日までの期間

に応じて延滞税が加算されま

す。 

なお、徴収担当職員との納付相

談を経ずに納付計画を変更した

場合や、分割納付計画が履行さ

れない（当該ダイレクト分割納

付による引き落としが完了して

いない）場合、滞納処分（財産の

差押え、公売等）を行うことがあ

りますので、ご注意ください。 

  

① 

② 

① 

②  
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《納付計画の変更》③納付金額の変更・追加 

 

No. 画  面 手 順 

49 

 

 

納付金額を直接変更するこ

とはできませんので、一度、

納付予定を削除して、新た

に納付予定を追加する必要

があります。 

 

①「期日指定中」（納付日前日

以前）であることを確認し

ます。 

 

②「変更メニューの表示」をタ

ップします。 

 

③変更メニューが表示されま

す。 

 

④チェックボックスが表示さ

れます。 

 

② 

③ 

④ 

① 
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No. 画  面 手 順 

50 

 

①納付金額を変更する納付予

定を選択します。 

 

②「納付予定の取消」をタップ

します。 

 

51 

 

・選択した納付予定を取り消

す場合は「はい」をタップし

ます。 

 

・取り消さない場合は「いい

え」をタップします。 

※ 50に戻ります。 

① 

② 
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No. 画  面 手 順 

52 

 

「ＯＫ」をタップします。 

53 

 

①「納付状況」欄が「期日指定

中」（納付日前日以前）から

「期日指定前」に変更され

ていることを確認します。 

 

②削除する納付予定をタップ

します。 

 

54 

  

初回変更のみ左記メッセー

ジが表示されます。 

55～63 で変更した内容

は、「分割納付計画の変更登

録」をタップするまで反映

されません。 

 

「ＯＫ」をタップします。 

 

① 

② 
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No. 画  面 手 順 

55 

 

「削除」をタップします。 

56 

 

・選択した納付予定を削除す

る場合は「はい」をタップし

ます。 

 

・削除しない場合は「いいえ」

をタップします。 

※ 55に戻ります。 

57 

 

55で削除した納付予定が

網掛けされます。 

 



納付計画の変更 

- 44 - 

 

No. 画  面 手 順 

58 

 

「納付予定の追加」をタッ

プします。 

59 

 

「税目」をタップ後、追加

（納付）する国税を選択し

ます。 

※新規登録時に入力した国税が表

示されます。 
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No. 画  面 手 順 

60 

 

①「納付額」をタップ後、「本

税」～「利子税」欄に納付す

る金額を入力します。 

 

②「追加」をタップします。 

61 

 

① 60で登録した納付予定が

表示されます。 

 

②納付予定日が空欄のため、

納付する日を入力します。 

 

① 

② 

① 

② 
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No. 画  面 手 順 

62 

 

変更する納付予定をタップ

します。 

 

63 

 

①納付予定日を変更します。 

 

②「ＯＫ」をタップします。 

① 

② 
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No. 画  面 手 順 

64 

 

①納付予定日が追加されたこ

とにより、納付予定全体が

青色に変わります。 

 

②「分割納付計画の変更登録」

をタップします。 

65 

 

・変更した内容を登録する方

は「はい」をタップします。 

 

・訂正する方は「いいえ」をタ

ップします。 

※ 64に戻ります。 

② 

① 
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No. 画  面 手 順 

66 

 

分割納付計画情報の変更が

完了となります。 

※本税には、納期限から完納の日

までの期間に応じて延滞税が加

算されます。 

なお、徴収担当職員との納付相

談を経ずに納付計画を変更した

場合や、分割納付計画が履行さ

れない（当該ダイレクト分割納

付による引き落としが完了して

いない）場合、滞納処分（財産の

差押え、公売等）を行うことがあ

りますので、ご注意ください。 
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《納付計画の変更》④口座から引き落とされなかったものを直ちに納付 

 

No. 画  面 手 順 

67 

 

 

残高不足などを理由に口座

引き落としができかった納

付予定については、「今すぐ

納付」機能を利用して、直ち

に口座引き落としを行うこ

とができます。 

 

①「納付状況」欄が「納付エラ

ー（再納付可）」と表示され

ていることを確認します。 

 

②「変更メニューの表示」をタ

ップします。 

 

③変更メニューが表示されま

す。 

 

④チェックボックスが表示さ

れます。 

 

68 

 

① 引落口座が空となってい

るため、「引落口座の変更」

をタップし、口座情報を設

定します。 

※No.40 を参照してください。 

 

② 「今すぐ納付」機能を利用

して、直ちに口座引き落と

しを行う納付予定を選択

します。 

 

③ 「今すぐ納付」をタップし

ます。 

① 

② 

② 

③ 

④ 

① 

③  



納付計画の変更 

- 50 - 

 

No. 画  面 手 順 

69 

 

・直ちに口座引き落としを行

う場合は、「はい」をタップ

します。 

※登録している預貯金口座の金融

機関が営業時間中の場合、「は

い」をタップした後、直ちに口座

から引き落されます。 

 

・取り消しをしない場合は「い

いえ」をタップします。 

※ 68に戻ります。 

70 

 

「ＯＫ」をタップします。 

 

71 

 

「納付状況」欄が「納付指示

中」と表示されます。 

※「分割納付計画の変更登録」のタ

ップは不要です。 
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《納付計画の変更》⑤納付予定を変更して直ちに納付 

 

No. 画  面 手 順 

72 

 

 

既に登録済みの分割納付計

画係る納付予定について、

当初の納付予定日を変更の

上、「今すぐ納付」機能を利

用して、直ちに口座引き落

としを行うことができま

す。 

 

①「納付状況」欄が「期日指定

中」（納付日前日以前）と表

示されていることを確認し

ます。 

 

②「変更メニューの表示」をタ

ップします。 

 

③変更メニューが表示されま

す。 

 

④チェックボックスが表示さ

れます。 

 

② 

③ 

④ 

① 
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No. 画  面 手 順 

73 

 

①納付金額を変更する納付予

定を選択します。 

 

②「納付予定の取消」をタップ

します。 

 

74 

 

・選択した納付予定を取り消

す場合は「はい」をタップし

ます。 

 

・取り消さない場合は「いい

え」をタップします。 

※ 73に戻ります。 

① 

② 



 納付計画の変更 

- 53 - 

 

No. 画  面 手 順 

75 

 

「ＯＫ」をタップします。 

76 

 

「納付状況」欄が「期日指定

中」（納付日前日以前）から

「期日指定前」に変更され

ていることを確認します。 

 



納付計画の変更 

- 54 - 

 

No. 画  面 手 順 

77 

 

 

 

①「変更メニューの表示」をタ

ップします。 

 

②引落口座が空となっている

ため、「引落口座の変更」を

タップし、口座情報を設定

します。 

※No.40を参照してください。 

 

③直ちに納付を行う納付予定

を選択します。 

 

④ 「今すぐ納付」をタップし

ます。 

78 

 

・直ちに口座引き落としを行

う場合は、「はい」をタップ

します。 

※登録している預貯金口座の金融

機関が営業時間中の場合、「は

い」をタップした後、直ちに口座

から引き落されます。 

 

・取り消しをしない場合は「い

いえ」をタップします。 

※ 77に戻ります。 

② 

④ 

① 

③ 



 納付計画の変更 

- 55 - 

 

No. 画  面 手 順 

79 

 

「ＯＫ」をタップします。 

 

80 

 

「納付状況」欄が「納付指示

中」と表示されます。 

※「分割納付計画の変更登録」のタ

ップは不要です。 

 

以上で処理は終了です。 

  



納付計画の変更 

- 56 - 

 

《納付計画の変更》⑥納付計画全体の削除 

 

No. 画  面 手 順 

81 

 

納付計画全体を削除する場

合は、「納付状況」欄が「期

日指定前」又は「納付エラー

（再納付可）」であるときに

限られます。 

※既に「期日指定前」又は「納

付エラー（再納付可）」とな

っている場合には、No.86へ

進みます。 

 

①「期日指定中」（納付日前日

以前）であることを確認し

ます。 

 

②「変更メニューの表示」をタ

ップします。 

 

③変更メニューが表示されま

す。 

 

④チェックボックスが表示さ

れます。 

 

② 

③ 

④ 

① 



 納付計画の変更 

- 57 - 

 

No. 画  面 手 順 

82 

 

①納付金額を変更する納付予

定を選択します。 

 

②「納付予定の取消」をタップ

します。 

 

83 

 

・選択した納付予定を取り消

す場合は「はい」をタップし

ます。 

 

・取り消さない場合は「いい

え」をタップします。 

※ 82に戻ります。 

① 

② 



納付計画の変更 

- 58 - 

 

No. 画  面 手 順 

84 

 

「ＯＫ」をタップします。 

85 

 

「期日指定前」に変更され

ていることを確認します。 

 



 納付計画の変更 

- 59 - 

 

No. 画  面 手 順 

86 

 

「分割納付計画の削除」を

タップします。 

87 

 

・納付計画全体を削除する場

合は「はい」をタップしま

す。 

 

・削除しない場合は「いいえ」

をタップします。 

※ 86に戻ります。 



納付計画の変更 

- 60 - 

 

No. 画  面 手 順 

88 

 

分割納付計画情報の変更が

完了となります。 

※本税には、納期限から完納の日

までの期間に応じて延滞税が加

算されます。 

なお、徴収担当職員との納付相

談を経ずに納付計画を変更した

場合や、分割納付計画が履行さ

れない（当該ダイレクト分割納

付による引き落としが完了して

いない）場合、滞納処分（財産の

差押え、公売等）を行うことがあ

りますので、ご注意ください。 

 

  



 お知らせ通知 

- 61 - 

 

《お知らせ通知の確認》①メッセージボックスの確認 

 

No. 画  面 手 順 

89 

 

 

 

「お知らせ・受信通知」

をタップします。 

 

口座引き落としに関する

事前連絡等が、納付予定

日の３稼働日前に e-Tax

のメッセージボックスに

格納されます。 

 



お知らせ通知 

- 62 - 

 

No. 画  面 手 順 

90 

 

 

 

  

各種お知らせが格納され

ていますので、詳細を確

認するメッセージをタッ

プします。 



 お知らせ通知 

- 63 - 

 

No. 画  面 手 順 

91 

 

【分割納付日の到来のお

知らせ】 

納付予定日の３稼働日前

に通知されます。 



お知らせ通知 

- 64 - 

 

No. 画  面 手 順 

92 

 

【ダイレクト分割納付完

了通知】 

納付予定日に口座引き落

としが完了した場合に通

知されます。 



 お知らせ通知 

- 65 - 

 

No. 画  面 手 順 

93 

 

【ダイレクト分割納付エ

ラー通知】 

納付予定日に口座引き落

としができなかった場合

に通知されます。 



お知らせ通知 

- 66 - 

 

No. 画  面 手 順 

94 

 

【ダイレクト分割納付取

消通知】 

納付予定の取消がされた

場合に通知されます。 

 

  



 お知らせ通知 

- 67 - 

 

《お知らせ通知の確認》②メールアドレスへのお知らせ 

 

No. 画  面 手 順 

95 

 

《初回手続》②納税

用確認番号・メール

アドレスの登録の

手順において、e-

Tax にメールアド

レスを登録してい

る方は、メッセージ

ボックスに情報が

格納された場合に、

登録されているメ

ールアドレス宛に

その旨を伝えるメ

ールが送信されま

す。 

 


